
報告第４号 

 

 

 

   専決処分した事件の報告及び承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。 

 

 

  平成１８年５月３１日 

 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 



  専決処分書 

 

 土地収用事件に関する和解について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成１８年５月１０日 

 

足立区長  鈴 木 恒 年 



   土地収用事件に関する和解について 

 足立区は、東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第２５８号線に

係る土地収用事件について、土地収用法第４８条第１項及び第４９条第

１項各号に掲げるすべての事項につき、下記により和解する。 

記 

１ 当事者、和解が調った土地の区域及び損失の補償 

  別紙のとおり 

２ 権利取得の時期及び明渡しの期限 

 （１）権利取得の時期  和解調書作成の日から起算して６０日目 

 （２）明渡しの期限   和解調書作成の日から起算して１８０日目 

  



当事者、和解が調った土地の区域及び損失の補償

当事者 和解が調った土地の区域 損失の補償

起業者
土地所有者兼関係
人（物件所有者）

土地の所在 地番 地目

地積（㎡）
和解が
調った
土地の
面積
（㎡）

実地の状
況

土地に対する損失の補償
土地に対する損失の補償

以外の損失の補償
登記簿

上
実測

東京都足立区
中央本町一丁目
17番1号

東京都足立区
平野三丁目

田 1.17 1.17 1.17 雑種地 土地所有者
　　　　に対し
８，８６６，８４１円

土地所有者兼関係人
　　　　に対し
５１１，２２３円

田 44 44.80 44.80 雑種地

東京都足立区
平野三丁目

宅地 3.97 3.97 3.97 宅地 土地所有者
　　　　に対し
４，８４０，３７４円

土地所有者兼関係人
　　　　に対し
２６，５３１，５６３円

宅地 19.73 19.73 19.73 宅地

足立区
東京都足立区
平野三丁目

畑 196 196.71 196.71 雑種地
土地所有者
　　　　に対し
４５，５５０，２２７円

土地所有者兼関係人
　　　　に対し
２，８７３，６３１円

　
足立区長
鈴木　恒年 東京都足立区

平野三丁目

宅地 128.01 128.49 128.49 私道 土地所有者
　　　　に対し
１５，８５４，７０８円

宅地 16.20 16.30 16.30 私道
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